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愛南町人事行政の運営等の状況の公表について  

 
地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 58 条の２及び愛南町人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例に基づき、愛南町の人事行政の運営等の状況概要を公
表します。  

 

１  総括  

 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  
住民基本台帳人口  

（７年１月１日）  

歳  出  額  

         Ａ 
実質収支  

人  件  費  

         Ｂ 

人件費率  

Ｂ／Ａ  

(参考 ) 

５年度の人件費率  

６年度  
              人 

1 8 , 5 7 3  

      千円  

1 7 , 8 3 5 , 3 3 5  

    千円  

2 0 , 7 0 7  

    千円  

3 , 8 0 9 , 0 2 5  

      ％ 

2 1 . 3  

              ％ 

2 0 . 3  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  分  

職員数  

    Ａ  

給      与      費    

  

  

 

 

(参 考 )一 人 当 た

り給与費   

Ｂ／Ａ  

(参 考 )類 似 団

体 平 均 一 人 当

た り 給 与 費  
給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

６年度  

    人  

3 4 2  

      千円  

1 , 2 8 8 , 3 1 2  

     千円  

1 7 4 , 4 8 5  

    千円  

5 3 0 , 6 4 3  

      千円  

1 , 9 9 3 , 4 4 0  

千円  

5,829 

        千円  

5 , 7 3 9  

（注）１  職員手当には退職手当を含まない。  

２  職員数については、令和６年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任

用職員（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。  

３  給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時

間勤務職員の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。  

 

 (3) ラスパイレス指数の状況  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国
の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表 (一 )適用職

員の俸給月額を 100として計算した指数です。  
２  （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数と

は、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当

の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数です。  
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく
地域手当支給割合）により算出。）  

３  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも
のです。  

４  ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、 60歳に達した

日後の最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される
職員を除いている。  



- 2 - 

２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 (令和７年４月１日現在 ) 

    ①一般行政職  

 

 

 

 

 

 

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額  
平均給与月額  

(国比較ベース ) 

愛 南 町      46歳      328,400円      361,121円      348,902円  

愛 媛 県       42歳       325,485円      411,533円    355,258円  

国       41.9歳      332,237円      414,480円  ―  

類似団体       42.8歳      321,455円      369,800円      347,124円  

 

②技能労務職  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（令和４年度から令和６年度の ３

ヶ年平均）。  

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもので

はありません。  

※数値のない欄については、「ハイフン（－）」としています。  

(注 )１「平均給料月額」とは、令和 7 年 4 月 1 日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。  

２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての  

諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。  

また、「平均給与月額 (国比較ベース )」は、比較のため、国家公務員と同じベース (＝時間外勤務手当等を除いたも

の )で算出しています。  

 

 (2) 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）  

区     分  愛 南 町  愛媛県  国    

  

  

  

  

一般行政職  
大  学  卒  218,100円   226,953円         220,000円   

高  校  卒           192,447円   195,667円         188,000円   

技能労務職  
高  校  卒           207,739円   193,655円              －   

中  学  卒  188,524円      －              －   

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）  

 

 

 

    区     分  経験年数 10年  経験年数 20年  経験年数 25年  経験年数 30年  

一般行政職  
大  学  卒  265,315円   352,981円   374,569円   387,636円   

高  校  卒  249,412円   304,415円   349,209円   373,861円   

技能労務職  
高  校  卒  －  －  254,484円   290,834円   

中  学  卒  －  －  －  293,047円   
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３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）  
 

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  
１号給の  

給料月額  

最高号給の

給料月額  

１級  主 事         34人     16.0％  184,601円  259,648円  

２級  主 査         39人     18.3％  231,380円  310,351円  

３級  係 長 ・ 主 任  12人       5.6％  266,891円  356,828円  

４級  主 幹 ・ 課 長 補 佐         89人     41.8％  300,592円  402,178円  

５級  課 長  36人      16.9％  323,227円  400,589円  

６級  総 括 課 長          3人      1.4％  357,331円  418,194円  

  （ 注）１  愛南町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 昇給への人事評価の活用状況  

令和７年度中における運用  管理職員  一般職員  

イ．  人事評価を活用している  〇  〇  

 

活用している昇給区分  
昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

上位、標準、下位の区分  〇  〇  〇  〇  

上位、標準の区分      

標準、下位の区分      

標準の区分のみ（一律）      

ロ．  人事評価を活用していない    

   活用予定時期    
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４ 職員の手当の状況  

 

(1)  期末手当・勤勉手当  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

愛 南 町  愛 媛 県  国  

１人当たり平均支給額 (７年度 ) 

1,639千円  

１人当たり平均支給額 (７年度 ) 

1,609千円  

 

(６年度支給割合 ) 

 期末手当       勤勉手当  

2.50月分       2 . 1 0月分  

 (1.400)月分      (1.000)月分  

(６年度支給割合 ) 

 期末手当       勤勉手当  

2.50月分       2 . 1 0月分  

 (1.400)月分      (1.000)月分  

(６年度支給割合 ) 

 期末手当       勤勉手当  

2.50月分       2 . 1 0月分  

  (1.400)月分     (1.000)月分  

 

(加算措置の状況 ) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

役 職 加 算 ５ ～ 1 5％  

 

 

(加算措置の状況 ) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

役 職 加 算 ５ ～ 2 0％  

管 理 職 加 算 1 5％ ～ 2 5％  

 

(加算措置の状況 ) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

役 職 加 算 ５ ～ 2 0％  

管 理 職 加 算 1 0％ ～ 2 5％  

(注 ) (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。  

 

 ○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）  

令和６年度中における運用  管理職員  一般職員  

イ．  人事評価を活用している  〇  〇  

 

活用している成績率  
支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

上位、標準、下位の成績率  〇  〇  〇  〇  

上位、標準の成績率      

標準、下位の成績率      

標準の成績率のみ（一律）      

ロ．  人事評価を活用していない    

   活用予定時期    

 

 (2) 退職手当（令和７年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

愛 南 町  国    

  

  

  

  

  

  

  

(支給率 )      自己都合    勧奨・定年  

勤 続 2 0 年          19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年          28.0395月分  33.27075月分  

勤 続 3 5 年          39.7575月分  47.709 月分  

最高限度額      47.709 月分  47.709  月分  

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置  

( 2～ 2 0％ 加 算 )  

1人当たり平均支給額  1 , 2 4 1千円  1 6 , 2 9 1千円  

(支給率 )      自己都合    勧奨・定年  

勤 続 2 0 年          19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年          28.0395月分  33.27075月分  

勤 続 3 5 年          39.7575月分  47.709 月分  

最高限度額      47.709 月分  47.709  月分  

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置  

( 2～ 4 5％ 加 算 )  

 

(注 ) 退職手当の１人当たり平均支給額は、６年度に退職した職員に支給された平均額です。    

 



- 5 - 

(3) 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）  

支給実績 (６年度決算 ) 2 , 9 3 5千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額 (６年度決算 ) 7 9 , 3 3 1円  

職員全体に占める手当支給職員の割合 (６年度 ) 1 0 . 8 1％  

手当の種類 (手当数 ) ９  

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  
支給実績  

(６年度決算) 

左記職員に対する  

支給単価 

税徴収等手当  右記業務に従事した職員 町税の徴収に関する事務に従事 - 日額 250円  

防疫作業手当  右記業務に従事した職員 感染症の疑いのある患者の救護等      - 日額 700円  

野猿駆除手当  右記業務に従事した職員 野猿駆除に従事       - １回 2,000円  

行旅病死人等収容手当 右記業務に従事した職員 行 旅 病 人 の 収 容 作 業 に 従 事      - １回 1,000円  

行旅死亡人の収容作業に従事      - １回 3,000円  

ごみ処理・し尿処理手当 右記業務に従事した職員 ごみ処理及びし尿処理に従事した職員    18 千円   日額 250円  

火葬業務・火葬処理手当 右記業務に従事した職員 やむを得ない事情により火葬処理に従事 17千円  日額 250円  

夜間勤務手当  あ け ぼ の 荘 勤 務 職 員 夜間勤務に従事       - 日額 250円  

消 防 職 手 当  右記業務に従事した職員 消防事務に従事(事務専従職員は除く) 1,037千円  １回 250 円  

救急出勤手当  右記業務に従事した職員 救急救助業務に従事  1,863千円  １回 250 円  

 

(4) 時間外勤務手当  

支給実績 (６年度決算 ) 6 9 , 1 8 6千円  

職員1人当たり平均支給年額(６年度決算) 2 0 2千円  

支給実績 (５年度決算 )                  4 6 , 1 4 0千円  

職員 1人当たり平均支給年額 (５年度決算 )                   1 3 7千円  

(注 ) 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績 (６年度決算 )」と同じ年度の４月１日現在の総職員数    

(管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。)であり、短時間勤務職員を含みます。 

 

(5) その他の手当 (令和７年４月１日現在 ) 

 

手  当  名  

 

内容及び支給単価  
国 の 制 度

と の 異 同  

国 の 制 度 と  

異 な る 内 容  

支 給 実 績  

( ６ 年 度 決 算 )  

支給職員１人当たり  

平均支給年額  

(６年度決算 ) 

扶養手当  

配 偶 者             3 , 0 0 0 円  

子               1 1 , 5 0 0 円

父 母 等             6 , 5 0 0 円  

満 1 6 歳 か ら 満 2 2 歳 の 子 の 加 算   5 , 0 0 0 円  

同  －  37,259千円  264,248円  

住居手当  
借 家 の 場 合 ( 家 賃 1 2 , 0 0 0 円 を 超 え る と き )  

         支 給 限 度 額  2 7 , 0 0 0 円  
 同  －  21,816千円  279,692円  

通勤手当  

交 通 機 関 利 用 者 （ 支 給 限 度 額  1 5 0 , 0 0 0 円 )  

乗 用 車 を 使 用 す る 場 合  

通 勤 距 離 に 応 じ た 額 ( 2 , 0 0 0 円 ～ 3 1 , 6 0 0 円 )  

 同  －  12,788千円  52,409円 

宿日直手当  
庁 舎              4 , 4 0 0 円  

養 護 老 人 ホ ー ム 南 楽 荘      6 , 1 0 0 円  
同  －  3,149千円  77,000円 

管理職員特別勤務手当 
管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 が 週 休 日 等

に 勤 務 し た 場 合 に 支 給  
同  －  205千円  7,884円 

管理職手当  
管 理 又 は 監 督 の 地 位 に あ る 職 員 に 対 し て

支 給  
同  －  15,158千円  388,666円  
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５  特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）  

 

区      分  給 料 月 額 等                     

給 

料 

 

町長  

副町長  

 

770,000円  

625,000円  

 

(参考)類似団体における最高／最低額  

814,000円／ 699,000円 

649,000円／ 546,000円 

報 

酬 

議長  

副議長  

議員  

286,000円  

227,000円  

181,000円  

355,000円／ 283,000円 

270,000円／ 227,000円 

250,000円／ 181,000円 

期
末
手
当 

町長  

副町長  

    (６年度支給割合 ) 

          3.45月分  

議長  

副議長  

議員  

    (６年度支給割合 ) 

          3.45月分  

退
職
手
当 

町長  

副町長  

 (算定方式 )         (１期の手当額 )      (支給時期 ) 

給 料 月 額 ×在 職 月 数 × 0 . 4 6   1 7 , 0 0 1 , 6 0 0円     任 期 毎 に 支 給  

給 料 月 額 ×在 職 月 数 × 0 . 2 7    8 , 1 0 0 , 0 0 0円        任 期 毎 に 支 給  

備    考   

 (注 ) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期 (４年＝ 48 月 )勤めた場合におけ

る退職手当の見込額です。  
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６  職員数の状況  

 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  

                                                                     
(各年４月１日現在 ) 

          区  分  
部  門  

職   員   数  対  前  年  
増  減  数  

   主 な 増 減 理 由            
 令和６年  令和７年  

  
 
 普  
  
 通  
  
 会  
  
計  

  
部  

  
門  

  
 

  
 
一  

 般  
 行  
 政  
 部  
 門  
 

議 会  
総 務  
税 務  
民 生  
衛 生  

農 林 水 産  
商 工  
土 木  

3  
5 0  
1 3  
9 7  
2 3  
2 7  
1 2  
1 5  

3  
5 1  
1 3  
9 7  
2 4  
2 8  
1 2  
1 4  

0  
1  
0  
0  
1  
1  
0  

△ 1  

 
 
 
 
業 務 見 直 し に よ る 増 員  

計  2 4 0  2 4 2  2  
＜参考＞                         
  人口１万当たり職員数    117.34人 
 (類似団体の人口１万当たりの職員数    95.35人 ) 

 教育部門  5 0  5 1  1   
 消防部門  5 2  5 3  1   

  小    計  
3 4 2  
<193> 

3 4 6  
<184> 

4  
<△ 9> 

＜参考＞                         
  人口１万人当たり職員数   167.76人  
 (類似団体の人口１万当たりの職員数   136.32人 ) 

公  
営  
企会  
業計  
等部  
 門  

病 院  
水 道  

下 水 道  
そ の 他  

3 7  
1 0  
2  
2 0  

3 7  
1 1  
2  
2 0  

0  
1  
0  
0  

業 務 見 直 し に よ る 増 員  

  小    計  
 

6 9  
<25> 

 
7 0  
<26> 

1  
 

合   計  
4 1 1  

[ 4 8 0 ]  
<218> 

4 1 6  
[ 4 8 0 ]  
<210> 

5  
[ 0 ]  
<△ 8> 

＜参考＞                           
   人口１万当たり職員数   223.98人  

(注 )１  職員数は一般職に属する職員数です。  

２  [     ]内は、条例定数の合計です。  

３  ＜    ＞内は、フルタイム会計年度任用職員の数で外書きです。  

 

( 2 )  年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）  
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部門別  

 

 

区  分  

 

20歳  

 

未満  

20歳  

～  

23歳  

24歳  

～  

27歳  

28歳  

～  

31歳  

32歳  

～  

35歳  

36歳  

～  

39歳  

40歳  

～  

43歳  

44歳  

～  

47歳  

48歳  

～  

51歳  

52歳  

～  

55歳  

56歳  

～  

59歳  

60歳  

 

以上  

 

計  

 

 

職員数  

人  

1  

人  

1 4  

人  

3 3  

人  

2 7  

人  

4 0  

人  

3 8  

人  

3 0  

人  

5 3  

人  

6 6  

人  

5 2  

人  

5 0  

人  

1 2  

人  

4 1 6  

 

 (3) 職員数の推移  

(単 位 ： 人 ・ ％ )  

 令 和 ２ 年  令 和 ３ 年  令 和 ４ 年  令 和 ５ 年  令 和 ６ 年  令 和 ７ 年  
過去５年間  

の増減数 (率 ) 

一般行政  239 242 240 239 240 242 3(△  1.3％ ) 

教育  56 56 50 48 50 51 △ 5(△  8.9％ ) 

消防  48 49 48 49 52 53 5( 10.4％ ) 

普通会計計  343 347 338 336 342 346 3(  0.9％ ) 

公営企業等会計計  72 71 72 70 69 70 △ 2(△  2.7％ ) 

総合計  415 418 410 406 411 416 1(   0.2％ ) 

(注 ) 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  

  

年  度  
部門別  
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７  職員数の状況  

 

 (1) 勤務時間  

１週間の  

勤務時間  

１日の  

勤務時間  
始業  終業  休憩時間  週休日  

38 時間 45 分  ７時間 45 分  ８時 30 分  17 時 15 分  60 分間  土・日曜日  

（ 注 ） １  勤 務 場 所 に よ っ て は 始 業 、 終 業 、 週 休 日 な ど が 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  

   ２  各 種 申 請 等 の 窓 口 業 務 の あ る 担 当 課 で は 、 交 代 で 休 憩 し て い ま す 。  

 

(2) 休暇  

種   類  休暇の概要、取得の要件等  取得可能日数等  

年次有給休暇  
 １年につき 20 日（前年の繰越日数の上限 20

日のため、最高 40 日）  

病 気 休 暇  

負傷又は疾病のため医師の

診断により療養する必要が

ある場合  

公務災害、通勤災害の場合は必要と認められ

る期間  

結核性疾患については１年、その他の負傷又

は疾病については 90 日を超えない範囲内で

必要と認められる期間  

特 別 休 暇  

特別の事由により職員が勤

務しないことが相当である

場合  

 

（主な休暇）  

  公民権の行使、産前休暇、 

産後休暇、忌引、結婚休  

暇、夏季休暇など  

公民権の行使  必要と認められる期間  

産前休暇  
週間以内に出産する予定であ

る職員が申し出た期間  

産後休暇  
出産後８週間を経過する日ま

での期間  

忌引  父母の場合７日など  

結婚休暇  連続する５日の範囲内の期間  

夏季休暇  ５日の範囲内の期間  

介 護 休 暇  

負傷、疾病又は老齢により２

週間以上にわたり日常生活

を営むのに支障があるもの

の介護をする場合  

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、

連続する６月の期間内  
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８  職員の分限及び懲戒処分の状況  

 

（ 1）分限処分（令和６年度）  

処分事由  地方公務員法  降任  免職  休職  降給  合計  

勤務成績が良くない場合 第 28 条第１項第１号 －  －  －  －  ０件  

心身の故障の場合 
第 28 条第１項第４号 

第２項第１号 
－  －  ５件  －  ５件  

職に必要な適格性を欠く場合 第 28 条第１項第３号 －  －  －  －  ０件  

職制、定数の改廃、予算の減少に

より廃職、過員を生じた場合 
第 28 条第１項第４号 －  －  －  －  ０件  

刑事事件に関し、起訴された場合 第 28 条第２項第２号 －  －  －  －  ０件  

失職した場合 第 28 条第４項 －  －  －  －  ０件  

合    計  ０件  ０件  ５件  ０件  ５件  

 

（ 2）懲戒処分（令和６年度）  

処分事由  地方公務員法  戒告  減給  停職  免職  合計  

法令に違反した場合  第 29 条第１項第１号 －  ３件  －  －  ３件  

職務上の義務に違反し又は職

務を怠った場合  
第 29 条第１項第２号 －  －  －  －  ０件  

全体の奉仕者たるにふさわし

くない非行があった場合  
第 29 条第１項第３号 －  －  －  －  ０件  

合    計  ０件  ３件  ０件  ０件  ３件  
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９  職員の服務の状況  

 

（ 1）年次有給休暇（令和６年１月１日～令和６年 12 月 31 日）  

総付与日数  

（Ａ）  

総取得日数  

（Ｂ）  

全対象職員数  

（Ｃ）  

平均取得日数  

（Ｂ/Ｃ）  

消化率  

（Ｂ/Ａ）  

7,771 日 1,872 日 197 人  9.5 日  24.1％  

（ 注 ） １  全 対 象 職 員 数 と は 、 令 和 ６ 年 1 月 1 日 か ら 令 和 ６ 年 12 月 3 1 日 ま で の 全 期 間 を 在 職 し た 一 般 職 員 に 限 り 、

当 該 期 間 の 中 途 に 採 用 し た 者 、 退 職 し た 者 、 当 該 期 間 中 に 育 児 休 業 、 休 職 の 事 由 が あ る 職 員 及 び 派 遣 職 員 を

除 く も の と し 、 そ れ ら の 職 員 を 除 い た 職 員 の 使 用 し た 年 次 有 給 休 暇 の 合 計 数 を 総 取 得 日 数 と し ま す 。  

      ２  総 付 与 日 数 と は 、 令 和 ６ 年 1 月 1 日 現 在 に お い て 各 職 員 に 付 与 し た 日 数 （ 前 年 か ら の 繰 越 分 を 含 む 。 ） を

全 対 象 職 員 に わ た っ て 合 計 し た も の で す 。  

 

（ 2）育児休業等の取得状況（令和６年度）  

区分  男性  女性  合計  

育児休業取得者数  ５人  ５人  10 人  

 うち新規取得者数  ５人  １人  ６人  

部分休業取得者数  ０人  １人  １人  

 うち新規取得者数  ０人  １人  １人  

育児短時間勤務者数  ０人  １人  １人  

 うち新規取得者数  ０人  １人  １人  

深夜勤務及び時間外勤務の制限請求者数  ０人  ０人  ０人  

 うち新規取得者数  ０人  ０人  ０人  
（ 注 ） １  部 分 休 業 と は 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 第 19 条 に 規 定 す る 部 分 休 業 で す 。  

２  深 夜 勤 務 及 び 時 間 外 勤 務 の 制 限 と は 、 愛 南 町 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 第 ８ 条 の ３ に 規 定 す る 深

夜 及 び 時 間 外 勤 務 の 制 限 で す 。  

 

10 職員の研修及び勤務成績の評定の状況  

 

（ 1）研修の状況  

      職員の勤務能率の発揮及び増進のため、以下の研修を実施しています。  

区   分  研  修  名  等  

職場内研修  
接遇研修、メンタルヘルス研修、法制執務研修、  
人事評価研修、人権教育研修、アンガーマネジメン
ト研修、ハラスメント研修  

職場外研修  

基本研修  

階層別研修  
新採職員研修、初級職員研修、  
中級職員研修、係長級研修、課長級研修  

ステージアップ研修  

行政法講座、民法講座、地方自治法講座、  
法制執務講座  

政策法務講座、問題発見・解決能力向上講座、  
住民ニーズ調査実践講座  

折衝力・交渉力講座、チームビルディング講座、  
ファシリテーション講座、クレーム対応講座  

タイムマネジメント講座、広報戦略とマスコミ対
応講座  

経営分析基礎講座、文章力実践・基礎講座  

派遣研修  
専門研修期間  市町村アカデミー研修  

官公庁  愛媛県  
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11 職員の福祉及び利益の保護の状況  

 

（ 1）職員の健康保持、疾病予防対策の状況（令和７年度）  

区   分  概   要  

職員定期健康診断  

年に１度、本庁及び消防署等において、以下の職員定期健康診断を行

いました。  

 
（健診内容）  
身体測定、血圧測定、視力・聴力検査、尿検査、心電図検査、貧血検査、肝
機能検査、血中脂質検査、血糖検査、胸部 X 線検査、眼底検査、大腸がん検
査、前立腺がん（ 40 歳以上男性対象）検査、腎機能痛風検査、乳がん検査、
診察問診  

健康相談  
上記職員定期健康診断後に、産業医及び保健師による健康相談を実

施し、職員の健康確保に努めました。  

産業医職場巡視  
定期的に産業医が職場を巡視し、業務や業務環境を観察することを

通じて、健康障害の防止及び快適な職場環境の形成を図りました。  

 

（ 2）職場の安全衛生の状況（令和７年度）  

   労働安全衛生法等に基づき、衛生委員会の設置、産業医、衛生管理者等の配置を行い、

快適な職場環境の実現と職場における職員の安全と健康の確保のため安全衛生管理体

制を整備しています。  

 

（ 3）福利厚生制度に係る負担状況（令和６年度普通会計決算）  

区   分  負担金額  

共済組合負担金  

愛媛県市町村職員共済組合  518,729 千円  

愛媛県公立学校共済組合  8,735 千円  

愛媛県市町村互助会  3,689 千円  

 

（ 4）公務災害の状況（令和６年度）  

令和５年度末    

現在未処理件数  
受理件数  認定件数  公務外件数  取下げ件数  

令和６年度末    

現在未処理件数  

０件  ９件  ９件  ０件  ０件  ０件  

 

（ 5）通勤災害の状況（令和６年度）  

令和５年度末    

現在未処理件数  
受理件数  認定件数  公務外件数  取下げ件数  

令和６年度末    

現在未処理件数  

０件  １件  １件  ０件  ０件  ０件  
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（ 6）勤務条件に関する措置要求の状況（令和６年度）  

区   分  
令和５年度末

係属件数  
措置要求件数  終結件数  

令和６年度末

係属件数  

給   与  －  －  －  －  

旅   費  －  －  －  －  

勤務時間  －  －  －  －  

休   暇  －  －  －  －  

執務環境  －  －  －  －  

福利厚生  －  －  －  －  

任   用  －  －  －  －  

そ の 他  －  －  －  －  

計  ０件  ０件  ０件  ０件  

（ 注 ）  職 員 は 、給 与 、勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 し 、愛 媛 県 人 事 委 員 会（ 以 下「 人 事 委 員 会 」と い う 。）に 対 し

て 、 地 方 公 共 団 体 の 当 局 に よ り 適 当 な 措 置 が 執 ら れ る べ き こ と を 要 求 す る こ と が で き ま す 。  

 

（ 7）不利益処分に関する不服申立ての状況（令和６年度）  

区   分  
令和５年度末

係属件数  
措置要求件数  終結件数  

令和６年度末

係属件数  

分
限
処
分 

降   任  －  －  －  －  

休   職  －  －  －  －  

免   職  －  －  －  －  

懲
戒
処
分 

戒   告  －  －  －  －  

減   給  －  －  －  －  

停   職  －  －  －  －  

免   職  －  －  －  －  

そ の 他  －  －  －  －  

計  ０件  ０件  ０件  ０件  

（ 注 ） 職 員 は 、懲 戒 処 分 等 そ の 意 に 反 す る と 認 め ら れ る 不 利 益 な 処 分 を 受 け た 場 合 は 、人 事 委 員 会 に 対 し て 、不 服 申    

立 て を す る こ と が で き ま す 。  

 


